
 

 
 

長崎県「次世代自動車充電インフラ整備ビジョン」 

 

長崎県のビジョンを次ページ以降に公開します。 

 

長崎県内で「第 1 の事業」として補助金交付申請を行う場合は、下

記フローに従って、処理を進めて下さい。 

 

【長崎県のビジョン確認フロー】 

①ビジョンの要件を満たしていることの確認依頼≪申請者→長崎県≫ 

②当該申請がビジョンの要件を満たしていることの確認 ≪長崎県≫ 

③「要件を満たしていること」もしくは「要件を満たしていないこと」の連絡 

≪長崎県→申請者≫ 

④申請 ≪申請者→センター≫ 

・申請者は、申請書類に自治体から付与された管理ナンバーを記載し、申請書

類一式をセンターへ送付してください。（申請書に自治体の承認印、サインは

必要ありません） 

⑤申請受付 ≪センター≫ 

 

上記フローは、長崎県での確認フローとなります。自治体等によっ

ては異なったフローを採用している場合がありますのでご注意くだ

さい。 

 

一般社団法人次世代自動車振興センター 

 

長崎県へのお問い合わせ窓口は以下となります。 

担当部署名：長崎県産業労働部 

グリーンニューディール推進室 

電 話 番 号：095-894-3421 



 

 

 

 

 

 

 

「次世代自動車充電インフラ整備促進事業」 

 

長崎県次世代自動車充電インフラ整備ビジョン 

（改定版）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年１１月 

長崎県 
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１．ビジョン概要 

 平成２１年３月、長崎県は全国８都府県の一つとして、国の「ＥＶ・ＰＨＶタ

ウン」の選定を受け、ＥＶ・ＰＨＶの導入促進と、五島地域における「長崎ＥＶ

＆ＩＴＳ（エビッツ）プロジェクト」を推進してきた。 

 特に、ＥＶの普及には充電環境の充実が不可欠であるため、平成２２年度に県

独自の急速充電器設置支援制度を創設するとともに、平成２４年度には県内市町

及び民間で構成する「ＥＶ・充電設備普及促進会議」（以下、「普及促進会議」と

いう。）を設置し、普及促進に努めた結果、平成２５年３月末現在で、県内に

３０箇所４３基（うち五島地域以外で１５箇所１５基）が整備されている。 

 このような中、平成２５年３月からは、これまでの国の充電器支援制度を拡充 

した「次世代自動車充電インフラ整備促進事業」が、国の補正予算により実施さ

れている。 

 この事業では、充電環境を計画的かつ効果的に整備促進するため、地方自治体

等によるビジョンの策定が求められるとともに、当該ビジョンに基づき設置され

る充電器については、補助率が１／２から２／３へ嵩上げされることになってい

る。 

 このため、本県においても、充電環境の普及促進を図るため、平成２３年度に

実施した「ＥＶ用充電設備を活用したビジネスモデル等の検討調査」（以下、「ビ

ジネスモデル検討調査」という。）、並びに平成２４年度に実施した普及促進会議

の内容を基にビジョンを策定するものであり、基本方針は以下のとおりとする。 

① 公共性の高い場所でＥＶ等の電欠の不安を解消するために必要な充電器

の設置箇所を示す。 

② 観光施設等も地域振興の観点から設置必要箇所に含む。 

③ ＥＶ所有者の保管場所に設置する普通充電器設置は、所有者負担を原則と

する。 

    

なお、ビジョンの期間は、平成 2５年５月から、「次世代自動車充電インフラ

整備促進事業」の終了までとする。 
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２．EV 普及への条件 

EV の初期の普及は、相互に関係する次の４つの条件を同時に満たすことで、自立

的な普及が期待される。その条件の一つに「充電施設箇所数の充足」が挙げられる。 

 

 

 

（１）車両の低価格化 

 

 ・補助金込みで、普通車セダンクラス 

  当初 ３００〜４００万円程度 

  普及拡大直前段階 

     １５０〜２５０万円程度 

 

 

（２）充電施設箇所数の充足 

 

 ・地方で平坦な県 

  20〜25ｋｍに１箇所 

 ・都市部では 

  ５〜１０ｋｍに１箇所 

（３）購入者、利用者意識の良好化 

 

 ・ガソリン車、HV 車に続く 

  第３の選択肢 

  

 

 

 

 

（４）充電ビジネスの中長期的な成立 

 

・当初 週に数台の利用、 

PR や公益事業協力 

・普及先進県 

    １箇所で日に数台以上の利用、 

    場所により同時に２台以上要請 
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３．急速充電器配置の優先度 

１） 優先度の整理視点 

  優先度の整理視点は次の考え方とし、整理視点の重複項目が多い地域ほど早期整

備の優先度が高い。 

 

表１ 優先度の整理視点 

大分類 項 目 優先度★の判断目安 

交通インフラ 結節点 ２４時間の交通量が概ね１万台以上の道路が、３方

向以上から結節している。 

 

 地区需要 DID 注１）（人口集中地区）であり、道路交通センサ

ス OD 注２）調査での発生集中需要が「概ね２千台／

１２ｈ以上」の市街地を含む。 

 

 地形や 

市街地間 

距離 

主要な国道・県道において著しい勾配があり、電力

消費が大きいと見込まれる。 

特に電池容量の小さい EV の利用を見込んだ時に

は、充電箇所があることが望ましい。 

 

普及ケースでの

ニーズ 

特定者 先行導入が見込まれる行政機関や販売店、レンタカ

ー会社が一定規模集中している。 

 

 観光誘発 県の主要な観光地または今後の観光促進地として、

利用の喚起を図る必要がある地区を有する。 

 

 ニーズ対応 一般の普及が進んだ場合、特定の時間に利用が集中

する可能性を有する。 

 

その他 離島エコ 離島の地域振興、エコアイランド構想などの点から

相対的な需要性以外で政策的な対応が望まれる。 

 

注１）Densely Inhabited District の略称、人口密度が 1 平方キロメートル当たり 4,000 人以

上の国勢調査基本単位区がいくつか隣接し、合わせて人口 5,000 人以上を有する地域。 

注２）O は起点(origin)、D は終点(destination)を表し、OD 調査は自動車の起点終点の移動を

把握している調査。 
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２） 各市町の配置優先度 

各市町の交通流動状況と、前頁の整理視点との関係により配置優先度を分析する

と、以下のとおりとなる。「★合計」欄の数が大きいほど優先度が高く、緑色のエ

リアが最も優先度が高く、橙色のエリアが次に優先度が高い。ただし、青色のエリ

アは既に急速充電器が整備されているため、優先度は低い。 

 

表２ 急速充電器の配置優先度 

市町 

交通インフラ・地形 普及ケースでのニーズ その他 
★ 

 

合計 結節点 
地区

需要 

地形や

市街地

間距離 

特定者 
観光 

誘発 

ニーズ 

対応 

離島 

エコ 

長崎市  市街地 ★ ★  ★ ★ ★  ５ 

     その他  ★ ★     ２ 

佐世保市 市街地 ★ ★  ★ ★ ★  ５ 

     その他  ★ ★  ★   ３ 

島原市 (★)  ★  ★   
２ 

（３） 

諫早市 ★ ★  ★    ３ 

大村市 ★ ★  ★    ３ 

平戸市 (★)  ★  ★   
２ 

（３） 

松浦市   ★  ★   ２ 

対馬市   ★  ★  ★ ３ 

壱岐市     ★  ★ ２ 

五島市   ★  ★  ★ ３ 

西海市 西側   ★  ★   ２ 

    東側（～時津町） ★ (★) ★  ★   
３ 

（４） 

雲仙市 小浜（～雲仙） (★)  (★)  ★   
１

（３） 

    国見（多比良）   ★     １ 

    愛野、千々石 ★  ★     ２ 

南島原市   ★  (★)   
１

（２） 

長与町、時津町 ★       １ 

東彼杵町、川棚町、波佐見町 ★   ★    ２ 

小値賀町、佐々町   ★     １ 

新上五島町   ★    ★ ２ 

★ ：項目要件を満たす  

（★）：条件を緩和した場合、項目要件を満たす 

■ ：既設の急速充電器あり 

■ ：配置優先度が最も高い 

■ ：配置優先度が次に高い 
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４．充電設備の最適な配置計画（ビジョン） 

１） 整備状況と交通流動状況のデータ整理 

充電器整備状況データや道路交通センサスデータ等を基に、配置特性、走行距離

特性、区間流動特性などを加え、以下の交通流動状況の整理を行った。 

 県内の主要な交通流動は、大村湾を囲む海沿いの幹線道路、長崎市の市街地、佐世

保市の市街地などに集中しており、地域間の流動が１万台／日以上の交通量を占める

道路が中心となっている。 

これらの主要流動地域間に比べると、周辺へ向かう道路や周遊となる道路において

は、１／２から１／３程度の流動となっている。 



 ―６― 

２） 最適な配置計画の提案 

前述の配置優先度（Ｐ４）等の考え方と、交通流動上の需要発生（Ｐ５）への対応、

及び主要な地域間の道路距離（Ｐ５）の関係から、現況の急速充電器設置箇所に加え

た新たな配置候補は以下のとおりとなる。 

     普及を後押しする上で短期での配置候補 

     短期での配置候補よりは優先度が低いが次期整備での配置候補 
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３） ビジョンの対象となる設置場所・箇所数 

【線的設置】 

平成２４年度、県内市町等との普及促進会議において、県より２４箇所の急速充

電器の配置計画を提案した。（「表６－Ｃ」欄参照） 

 

その後、普及促進会議において、県内市町より新たに７箇所の急速充電器の追加

提案（「表６－Ｂ」欄参照）があり、これに、配置計画の空白地域である小値賀町

（１箇所）を加えた３２箇所を「急速充電器」の配置計画とした。 

 

また、各設置箇所内の配置バランスの補正及びＥＶ利用者の安心感や利便性を高

めるため、同箇所数の「急速充電器又は普通充電器」を設置箇所数に加えた６４箇

所を線的配置の配置計画（ビジョン）とした。 

なお、その詳細は、「表３ ビジョンリスト（線的設置）（Ｐ９～）」及び「図３ 

ビジョンマップ（Ｐ１１）」のとおりとする。 

 

【面的設置】 

 EVが普及するためには、充電設備を増やし利用者の利便性を高める必要がある。

また、一定の充電時間が必要であることから、充電のみを目的とした経路充電（線

的設置）のみならず、利用者が食事、買い物、余暇など、その一定地域内で安心し

て周遊するための充電設備の配置が必要である。 

 

このため、人口、面積、事業所数を考慮し、県内全市町に急速充電器の設置箇所

数を設定する。（算定方法は下記（１）のとおり。） 

 

また、宿泊を伴う観光客については、滞在中に十分な充電時間を確保できること

から、宿泊施設軒数と観光客数を考慮し、県内市町に普通充電器の設置箇所数を設

定する。（算定方法は下記（２）のとおり。） 

※宿泊施設への設置を基本とするが、限定するものではない。 

 

＜算定方法＞ 

（１）急速充電器 

 ・経済産業省が示した「充電インフラ整備に関するモデルプラン」に基づき算出 

  充電設備設置箇所数＝0.0006×ST 評価指数＋0.822 

  ST 評価指数＝（面積〔k ㎡〕）0.68×（人口〔人〕）0.2×（事業所数）0.19 

   ※面積、人口、事業所数は、旧市町村単位の数値（市町村合併により面積が 

大きいため） 

①面積、人口：平成１６年度 長崎県要覧 

（ただし、対馬市及び壱岐市の旧町人口は、平成 15 年 3 月 31 日現在で 

算出） 

   ②事業所数：H16 事業所・企業統計調査 



 ―８― 

 

（２）普通充電器 

 各市町宿泊施設軒数×県平均の宿泊割合注１ （H24 長崎県観光統計データ） 

注１：宿泊客実数/（日帰り客数＋宿泊客実数） 

 

（３）（１）、（２）に加え、充電インフラのニーズや整備状況等を踏まえ必要に応

じて設置箇所数を追加する。 

 

 上記により、急速充電器１０９箇所、普通充電器１６１箇所を面的設置の配置計

画（ビジョン）とした。 

なお、その詳細は、「表４ ビジョンリスト（面的設置）（P１２）」のとおりと

する。 

 

【設置箇所数】 

以上により、既設の３０箇所（「表６－Ａ」欄参照）に、線的設置の６４箇所及

び面的設置の２７０箇所を加えると、全３６４箇所となる。「表５ ビジョンリス

ト（全設置箇所数）（P１３）」 
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急速充電器
急速充電器

又は普通充電器

1 長崎

国道４９９号線と県道２２４号線の交差点（長崎
市蚊焼町）から国道４９９号線の行政センター前
交差点（長崎市野母町）の間で、国道と直角に国
道中心から１ｋｍ以内

1 1 交通インフラ・地形

2 長崎
長崎ペンギン水族館（長崎市宿町３－１６）を中
心に半径２．５ｋｍ以内 1 1 普及ケースでのニーズ

3 長崎・西彼

国道２０２号線の長崎市立畝刈小学校前交差点
（長崎市京泊１丁目）から国道２０２号線と県道１
２２号線の交差点（西海市西海町七釜郷）の間
で、国道と直角に国道中心から１ｋｍ以内

2 2 交通インフラ・地形

4 長崎・西彼
国道２０６号線の道の尾交差点（長崎市赤迫３丁
目）から小迎交差点（西海市西彼町小迎郷）の間
で、国道と直角に国道中心から３ｋｍ以内

3 3 交通インフラ・地形

5 西彼
道の駅さいかい（みかんドーム）（西海市西海町
木場郷４９６－１）を中心に半径３ｋｍ以内 2 2 普及ケースでのニーズ

6 県南
愛野展望台（雲仙市愛野町乙５８６４）を中心に
半径５ｋｍ以内 1 1 交通インフラ・地形

7 県南

国道５７号線の富津入口交差点（雲仙市小浜町
富津）から国道５７号線と県道１３２号線の交差
点（南島原市有家町尾上）の間、並びに、国道２
５１号線の金浜交差点（雲仙市小浜町金浜）から
雲仙西登山口交差点（雲仙市小浜町北本町）の
間で、国道と直角に国道中心から１ｋｍ以内

1 1 交通インフラ・地形

8 県南

国道２５１号線と県道１３０号線の交差点（南島
原市加津佐町乙）から国道２５１号線と県道２０９
号線の交差点（南島原市南有馬町乙）の間で、
国道と直角に国道中心から１ｋｍ以内

1 1 普及ケースでのニーズ

9 県南

国道２５１号線の神代交差点（雲仙市国見町神
代戊）から国道２５１号線と県道１３３号線の交差
点（南島原市深江町丙）の間で、国道と直角に国
道中心から１ｋｍ以内

1 1 交通インフラ・地形

10 県央
ＪＲ諫早駅（諫早市永昌町１－１）を中心に半径５
ｋｍ以内 1 1 交通インフラ・地形

11 県央
諌早市こどもの城（諌早市白木峰町８２７－２）を
中心に半径３ｋｍ以内 1 1 普及ケースでのニーズ

12 県央
諫早市役所小長井支所（諫早市小長井町小川
原浦５００）から半径１ｋｍ以内 1 1 普及ケースでのニーズ

充電器の設置箇所数

主な理由Ｎo 地域  ※ 設置場所の指定方法

 

 

 

 

表３ ビジョンリスト（線的設置） 
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急速充電器
急速充電器

又は普通充電器

13 県央
長崎空港（大村市箕島町５９３）を中心に半径５ｋｍ
以内 1 1 交通インフラ・地形

14 県北
波佐見町総合文化会館（東彼杵郡波佐見町折敷瀬
郷２０６４）を中心に半径２ｋｍ以内 1 1 交通インフラ・地形

15 県北

国道３４号線のＪＲ千綿駅（東彼杵郡東彼杵町平似
田郷）前から国道２０５号線の長崎国際大学（佐世
保市ハウステンボス町２８２５－７）前の間で、国道と
直角に国道中心から２．５ｋｍ以内

3 3 普及ケースでのニーズ

16 県北
九十九島パールシーリゾート（佐世保市鹿子前町１
００８）を中心に半径５ｋｍ以内 1 1 普及ケースでのニーズ

17 県北
佐々町役場（佐々町本田原免１６８－２）を中心に半
径２ｋｍ以内 1 1 普及ケースでのニーズ

18 県北

国道２０４号線と県道１８号線の交差点（佐世保市江
迎町長坂）から国道３８３号線と県道１５３号線、同１
９号線の交差点（平戸市魚の棚町）の間で、国道と
直角に国道中心から１ｋｍ以内

1 1 交通インフラ・地形

19 県北
福鶴じゃがたらお春博物館（平戸市志々伎町１４７
５）を中心に半径１ｋｍ以内 1 1 普及ケースでのニーズ

20 県北
生月町博物館島の館（平戸市生月町南免４２８９－
１）を中心に半径１ｋｍ以内 1 1 普及ケースでのニーズ

21 県北
松浦鉄道松浦駅（松浦市志佐町浦免１０３９－３）を
中心に半径４ｋｍ以内 1 1 交通インフラ・地形

22 県北
小値賀町役場（北松浦郡小値賀町笛吹郷２３７６－
１）を中心に半径１ｋｍ以内 1 1 その他

23 壱岐
壱岐市立一支国博物館（壱岐市芦辺町深江鶴亀触
５１５－１）を中心に半径１ｋｍ以内 1 1 その他

24 対馬

国道３８２号線の厳原港フェリーターミナル（対馬市
厳原町東里）前から比田勝港ターミナル（対馬市上
対馬町比田勝）前までの間で、国道と直角に国道中
心から１ｋｍ以内

3 3 その他

32 32

※

Ｎo 地域  ※ 設置場所の指定方法

合　計

充電器の設置箇所数

主な理由

西彼：西海市、長与町、時津町

県南：島原市、雲仙市、南島原市

長崎：長崎市

県央：諫早市、大村市

対馬：対馬市

壱岐：壱岐市

県北：佐世保市、平戸市、松浦市、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町

 

 



 ―１１― 

 

 

 

 

 

 



 ―１２― 

急速充電器 普通充電器 合計

長崎 長崎市 10 28 38
西海市 5 6 11
長与町 5 0 5
時津町 1 1 2
長崎・西彼計 11 7 18
島原市 4 4 8
雲仙市 9 11 20
南島原市 8 4 12
県南計 21 19 40
諫早市 12 8 20
大村市 13 5 18
県南計 25 13 38
佐世保市 9 16 25
平戸市 4 11 15
松浦市 3 4 7
東彼杵町 1 1 2
川棚町 1 2 3
波佐見町 1 1 2
小値賀町 1 2 3
佐々町 1 1 2
県北計 21 38 59

壱岐 壱岐市 4 14 18
対馬 対馬市 6 18 24
五島 五島市 6 14 20
上五島 新上五島町 5 10 15
合計 109 161 270

長崎・西彼

県南

県央

県北

地域

充電器の設置箇所数

市町名

 表４ ビジョンリスト（面的設置） 
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＜参考＞ 「ＥＶ・充電設備普及促進会議」 

 

市町区分 既設箇所 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 未定 第１回会議時県作成設置箇所案

長崎市 3
①民間団体
③民間団体

●野母崎海の健康村
●ペンギン水族館
●道の駅夕陽が丘そとめ

佐世保市 3
●ハウステンボス
●西海パールシーリゾート

島原市 2 ①雲仙岳災害記念館 ●雲仙岳災害記念館

諫早市 2
②諫早市こどもの城
③諫早市小長井支所

●諫早市街地（商店街）

大村市 2 ●長崎空港

平戸市 ④生月町博物館島の館
●平戸交流広場
●福鶴じゃがたらお春博物館

松浦市 ●松浦水軍の郷 海のふるさと館

対馬市 ⑤豊玉町
●厳原or美津島
●上対馬

壱岐市 ①壱岐市立一支国博物館 ●壱岐市立一支国博物館

五島市 8

西海市 ②西海市西彼総合支所
①西海スポーツガーデン
②大瀬戸総合運動公園

●バイオパーク
●道の駅さいかい（みかんドーム）

雲仙市
●雲仙地獄
●愛野展望台

南島原市 ⑥口之津港緑地公園 ●口之津港緑地公園

長与町 ●長与町役場

時津町 ●とぎつ海と緑の運動公園

東彼杵町 ③未定 ●道の駅彼杵の荘

川棚町

⑦川棚町中央公園・川棚駅
前広場・川棚町役場・国民
宿舎くじゃく荘・大崎自然
公園くじゃく園・民間施設
用地

●川棚町中央公園

波佐見町 ④波佐見町総合文化会館

小値賀町

佐々町 ●佐々町立図書館

新上五島町 7

２７箇所 ２市３箇所 １市２町４箇所 １市１箇所 ５市１町７箇所 １２市５町２４箇所

【Ｃ】 県提案24箇所【Ａ】 既設３０箇所 【Ｂ】　市町提案１２箇所（うち県と重複５箇所を除く）  

 

※「平成 24 年度」欄：平成 25 年 3 月現在における県内市町等での急速充電器設置見込み。 

※「平成 25 年度」、「平成 26 年度」、「未定」欄：平成 24 年度普及促進会議において、県内市町よ

り追加提案があった設置計画。 

※赤字：普及促進会議における県提案箇所と、県内市町の追加提案箇所の重複箇所。 

 

表６ 急速充電器整備計画（案） 


